
山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
三
十
一
号
　
　
令
和
八
年
二
月
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
七

山
梨
県
公
報

第
六
百
三
十
一
号

令
和
八
年二

月
十
六
日

月　曜　日

目

次

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
公
安
委
員
会
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
則	

五
七

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

山
梨
県
公
安
委
員
会
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
十
六
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長　
　

飯　
　

室　
　

元　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
保
有
す
る
情

報
の
機
密
性
、
完
全
性
及
び
可
用
性
を
維
持
す
る
た
め
、
公
安
委
員
会
が
実
施
す
る
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
に
関
し
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

機
密
性　

情
報
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
だ
け
が
当
該
情
報
を
利

用
で
き
る
こ
と
を
い
う
。

二　

完
全
性　

情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
処
理
及
び
伝
送
が
正
確
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

三　

可
用
性　

情
報
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
が
必
要
な
と
き
に
こ
れ
を
利

用
で
き
る
こ
と
を
い
う
。

四　

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ　

情
報
の
機
密
性
、
完
全
性
及
び
可
用
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い

う
。

五　

警
察
情
報
シ
ス
テ
ム　

山
梨
県
警
察
が
設
置
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

六　

管
理
対
象
情
報　

次
に
掲
げ
る
情
報
を
い
う
。

イ　

警
察
情
報
シ
ス
テ
ム
に
記
録
さ
れ
た
情
報
（
書
面
に
記
載
さ
れ
た
情
報
で
あ
っ
て
そ
の
内
容

が
警
察
情
報
シ
ス
テ
ム
に
入
力
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）

ロ　

警
察
情
報
シ
ス
テ
ム
か
ら
出
力
さ
れ
た
情
報

ハ　

警
察
情
報
シ
ス
テ
ム
以
外
の
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に
記
録
さ
れ
た
情
報
で
あ
っ
て
公

安
委
員
会
が
取
り
扱
う
も
の

二　

警
察
情
報
シ
ス
テ
ム
の
設
計
又
は
運
用
管
理
に
関
す
る
情
報

（
管
理
対
象
情
報
の
分
類
）

第
三
条
　
管
理
対
象
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
、
内
容
及
び
利
用
の
態
様
に
応
じ
て
分
類
し
、
そ

れ
ら
の
分
類
に
応
じ
た
対
策
に
従
い
、
適
正
に
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
安
委
員
会
委
員
の
責
務
）

第
四
条
　
公
安
委
員
会
委
員
は
、
警
察
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
管
理
対
象
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
等
）

第
五
条
　
公
安
委
員
会
の
運
営
に
関
し
て
、
警
察
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
情
報
を
取
り
扱
う
場
合
は
、

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
山
梨
県
警
察
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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